
新 旧

神奈川地域森林計画（変更案）新旧対照表

 

 
 
 
 

（案） 
 
 
 

神奈川地域森林計画書 

（神奈川森林計画区） 
       

 
 

                        自 令和５年４月１日 

         計画期間    

                        至 令和15年３月31日 

 

 
第１回変更  令和６年３月７日 
第２回変更  令和７年４月１日 
第３回変更  令和８年４月１日 

                
                
 
 
 
 

神 奈 川 県 

 

 
 
 
 
 
 
 

神奈川地域森林計画書 

（神奈川森林計画区） 
       

 
 

                        自 令和５年４月１日 

         計画期間    

                        至 令和15年３月31日 

 

 
第１回変更  令和６年３月７日 
第２回変更  令和７年４月１日 

                
                
 
 
 
 

神 奈 川 県 



新 旧



新 旧

（Ⅰ部 後略） （Ⅰ部 後略）



変更後 現行



変更後 現行

サ 首都圏近郊緑地保全法（昭和 41 年法律第 101 号）第３条第１項の規定により指定され

た近郊緑地保全区域内の森林及び同法第５条第１項の規定により定められた近郊緑地

特別保全地区内の森林 

シ 自然環境保全条例（昭和 47 年神奈川県条例第 52 号）第６条第１項の規定により指定

された県自然環境保全地域の特別地区内の森林  

 

別表１  計画の対象とする森林の市町村別面積            単位 面積：ha  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (注) 1.  計画の対象とする森林は、保安林、保安施設地区の区域内の森林、海岸法第３条の規

定により指定された海岸保全区域内の森林を除き、森林法第 10 条の２第１項の規定によ

る開発行為の許可制度の対象となる。 

   2.  計画の対象とする森林は、森林法第 10 条の 7 の 2 第 1 項の規定による森林の土地の

所有者となった旨の届出制度の対象となる。 

   ３.  計画の対象とする森林は、保安林、保安施設地区の区域内の森林を除き、森林法第10

条の８第１項の規定による伐採及び伐採後の造林の届出制度の対象となる。 

    ４. 計画の対象となる森林の区域を表示した森林計画図の縦覧場所は、次のとおりとする。 

            神奈川県環境農政局緑政部森林再生課 

       神奈川県横浜川崎地区農政事務所地域農政推進課 

             神奈川県横須賀三浦地域県政総合センター地域農政推進課 

            神奈川県県央地域県政総合センター森林保全課 

       神奈川県湘南地域県政総合センター森林課 

79,169.37

横 浜 市 1,682.65 南 足 柄 市 4,725.46

市 川 崎 市 242.90 市 綾 瀬 市 110.67

横 須 賀 市 2,011.12 葉 山 町 869.03

平 塚 市 457.21 寒 川 町 15.37

町 鎌 倉 市 1,067.88 町 大 磯 町 489.40

藤 沢 市 350.06 二 宮 町 145.29

小 田 原 市 4,193.27 中 井 町 645.88

村 茅 ヶ 崎 市 225.81 村 大 井 町 314.18

逗 子 市 497.90 松 田 町 2,853.87

相 模 原 市 17,786.44 山 北 町 13,981.79

別 三 浦 市 501.35 別 開 成 町 -

秦 野 市 4,735.95 箱 根 町 5,476.30

厚 木 市 2,428.42 真 鶴 町 332.67

内 大 和 市 108.58 内 湯 河 原 町 2,953.47

伊 勢 原 市 2,055.19 愛 川 町 1,455.04

海 老 名 市 32.72 清 川 村 6,361.38

訳 座 間 市 62.12 訳

総数

面    積 区  　　分 面    積  区  　　分

サ 首都圏近郊緑地保全法（昭和 41 年法律第 101 号）第３条第１項の規定により指定され

た近郊緑地保全区域内の森林及び同法第５条第１項の規定により定められた近郊緑地

特別保全地区内の森林 

シ 自然環境保全条例（昭和 47 年神奈川県条例第 52 号）第６条第１項の規定により指定

された県自然環境保全地域の特別地区内の森林  

 

別表１  計画の対象とする森林の市町村別面積            単位 面積：ha  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (注) 1.  計画の対象とする森林は、保安林、保安施設地区の区域内の森林、海岸法第３条の規

定により指定された海岸保全区域内の森林を除き、森林法第 10 条の２第１項の規定によ

る開発行為の許可制度の対象となる。 

   2.  計画の対象とする森林は、森林法第 10 条の 7 の 2 第 1 項の規定による森林の土地の

所有者となった旨の届出制度の対象となる。 

   ３.  計画の対象とする森林は、保安林、保安施設地区の区域内の森林を除き、森林法第10

条の８第１項の規定による伐採及び伐採後の造林の届出制度の対象となる。 

    ４. 計画の対象となる森林の区域を表示した森林計画図の縦覧場所は、次のとおりとする。 

            神奈川県環境農政局緑政部森林再生課 

       神奈川県横浜川崎地区農政事務所地域農政推進課 

             神奈川県横須賀三浦地域県政総合センター地域農政推進課 

            神奈川県県央地域県政総合センター森林保全課 

       神奈川県湘南地域県政総合センター森林課 

79,096.12

横 浜 市 1,682.65 南 足 柄 市 4,721.42

市 川 崎 市 242.90 市 綾 瀬 市 110.67

横 須 賀 市 2,011.12 葉 山 町 869.03

平 塚 市 457.21 寒 川 町 15.37

町 鎌 倉 市 1,067.88 町 大 磯 町 489.40

藤 沢 市 350.06 二 宮 町 145.29

小 田 原 市 4,192.92 中 井 町 645.88

村 茅 ヶ 崎 市 225.81 村 大 井 町 314.18

逗 子 市 497.90 松 田 町 2,853.58

相 模 原 市 17,752.80 山 北 町 13,947.74

別 三 浦 市 501.35 別 開 成 町 -

秦 野 市 4,735.95 箱 根 町 5,476.30

厚 木 市 2,428.42 真 鶴 町 332.67

内 大 和 市 108.58 内 湯 河 原 町 2,953.47

伊 勢 原 市 2,054.31 愛 川 町 1,455.04

海 老 名 市 32.72 清 川 村 6,361.38

訳 座 間 市 62.12 訳

総数

面    積 区  　　分 面    積  区  　　分
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